
 

次の対象区域において，建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく認定

をしましたので，同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は，京都市都市計画局建築指導部建築指導課において，一般の

縦覧に供します。 

  平成２７年１０月２６日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 認定事項 

認定番号 認定年月日 対象区域 

１１－００６ 平成２７年１０月２１日 

京都市伏見区桃山町日向１５番地，１５番

地５から１５番地７まで，２３番地１から

２３番地５まで，２５番地１から２５番地

３まで，３２番地２７，４６番地１５，４

６番地２３及び４６番地５１並びに同区小

栗栖中山田町１１番地３，１２番地１，１

２番地４から１２番地９まで，５９番地２，

６０番地，６０番地２，６０番地４，６０

番地５，６０番地７，６２番地５，７１番

地１，７１番地２，８５番地１及び８５番

地５ 

 

２ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時

４５分から午後５時３０分まで(ただし，正午から午後１時までは除く。) 

 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


